
イタリアには「デュラム小麦のセモリナ
を100%使わないといけない」という
法律があります。デュラムは小麦の品質
を表す言葉であり、セモリナは粗粒粉を
意味します。一定品質以上の小麦の粗
粒粉を使わなければパスタと認めない
という、パスタの本場らしい厳格な法律
ですね。
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（P.N. ミナ フジコ）


